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新型コロナウイルス感染症対策に関し都道府県に特にご協力いただきたい事項

（１）感染状況の進展を見据えた体制移行の検討

○ 今後の感染状況の進展に応じて、段階的に感染拡大防止対策や医療提供体制を移行させていくことが必要。３月１日付事
務連絡において、協議会を設置し、各都道府県の感染状況に基づいた対策の移行の要否も含めた対策の検討を依頼してお
り、対応をお願いしたい。

【厚生労働省の取組】
都道府県が県内の感染状況を踏まえて体制移行の検討を行えるよう、個別に（県の要請に応じて）、丁寧な相談を実施。

（２）ピーク時を見据えた医療体制（病床、機材、人材等）の確保

○ ３月６日及び１９日付事務連絡で示したシナリオに基づき、ピーク時に向けた医療提供体制の整備を進めていただきたい。

○ ①都道府県調整本部の設置、②重点医療機関の設置、③都道府県内の医療体制（医療機関の人員、病床、機器、医療資
源）、特に重症者であるICUでの治療や人工呼吸器やECMOの装着が必要な方への医療体制については、患者の症状や治療
内容に合わせたICU、ハイケアユニット等病床の種類ごとの状況や対応できる医療従事者の確保状況を把握し、それを踏まえ
た機器の整備をお願いしたい。

○ 都道府県域を超えた調整を要する場合、地方厚生局職員も含めた厚生労働省等との連携・調整の在り方を検討いただきた
い。

【厚生労働省の取組】

ピーク時に向けた医療提供体制の整備に関して、３月１０日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第２弾）を策
定。具体的には、

・ 感染症予防体制整備事業において、緊急時に、新型コロナウイルス感染症患者等を入院させるための病床の確保を
行った医療機関に対して、報償費等として２分の１の補助（クルーズ船に係る場合は10分の10）
・ 人工呼吸器及び付帯する備品について、222万１千円に厚生労働大臣が必要と認めた台数を乗じた金額の２分の１の補
助

さらに、現在、各自治体を経由して収集している病院の患者の受入れ状況や医療機材等の配備状況等、新型コロナ感染症
に関する情報について、神奈川県の先行的な取組をベースに国で集計したデータを各自治体と共有するための仕組みを構
築する取組を進めている。



新型コロナウイルス感染症対策に関し都道府県に特にご協力いただきたい事項
（つづき）

（３）保健所の体制強化について

○ 新型コロナウイルス感染症のオーバーシュート（爆発的患者急増）の発生を防止するためには、積極的疫学調査等のまん延
防止策に重点的に人員を投入し、患者クラスターの連鎖を断ち切るための取組を引き続き、強力に進めていく必要がある。
○ 積極的疫学調査等の着実な実施のためには、保健所への人員の投入が必要であり、既に、保健所の業務継続のための体
制整備について、全庁的な取組を依頼しているところであるが、現状では、総務主管部局の主導により取組が行われている都
道府県は10％台にとどまっている。
○ 改めて、都道府県知事のリーダーシップのもと、保健所の体制を強化し、今後の地域における感染拡大防止策の実施に万
全を期していただくようお願いしたい。

【厚生労働省の取組】

帰国者・接触者相談センターの業務の全部又は一部について、地域の医師会や医療機関などに外部委託することを可能と
するとともに、同センターの設置のために必要となる人員及び、積極的疫学調査等のために必要となる人員について、非常勤
職員の雇用に係る経費を助成するとともに、こうした取組等保健所の体制整備に資する情報を3月13日付及び3月17日付けで
事務連絡を発出。



新型コロナウイルス感染症対策に関し都道府県に特にご協力いただきたい事項
（つづき）

○ 各地域及び全国的な感染状況の把握や対策の実効性の評価のためには、現状認識の共有が極めて重要。
このため、下記各種調査への協力をお願いしたい。
・ 帰国者・接触者相談センターの相談者数、帰国者・接触者外来の受診者数・PCR検査件数等の調査（３月７日付事務連絡）
・ 病床及び人工呼吸器等の調査（感染症指定医療機関以外の医療機関も含む）（３月２日付事務連絡）
・ 陽性者等に関する調査（２月４日付通知、２月１２日付通知）、PCR検査実施体制整備の調査（３月４日付事務連絡） 等

【厚生労働省の取組】

国の新型コロナ対策に係る都道府県からの情報収集については、それぞれの目的に応じた情報を、厚生労働省対策本部の
複数部署から都道府県の対応窓口に個別に収集しているところであるが、都道府県の負担も考え、類似の情報については、本
部の同一部署から一元的に都道府県の窓口部署に情報提供を依頼するよう改善を図るべく検討を進める。
（例：PCR検査関係の検査実施人数と接触者外来を通じた検査実施人数など）

（４）各地域や全国的な感染状況等を把握するための各種調査への協力

（５）医師が必要と認めるPCR検査の確実な実施

○ 医師が必要と認めるPCR検査が地域で確実に実施されるよう、検査体制の強化・調整等を行う協議会において、地域の課題
に関する認識を共有いただき、地域の医療関係者において課題解決に向けた議論をお願いしたい。
また、協議会の中でも解決できない問題等があれば、適宜、国にもご相談いただきたい。

【厚生労働省の取組】
PCR検査については、様々な取組を進めることにより、今月末には、８千件を超える検査能力が確保される見込み。引き続き、
医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるよう取り組んでいく。



新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに
備えた入院医療提供体制等の整備について

○ 3月6日の事務連絡において示した我が国の新型コロナウイルス感染症患者の発生予測（シナリオ）に基づき算出したピー
ク時の入院患者数及び重症者数を受入れるために必要な医療提供体制を、都道府県が中心となり整備。

○ その際、新型コロナウイルス感染症患者以外の全ての疾患の患者も考慮した地域全体の医療提供体制を整備。
○ 専門的な医療従事者等を集約し、効率的な治療を行う等の観点から、重点的に患者を受け入れる医療機関を設定。

基本的な考え方

• 都道府県は、ピーク時の入院患者数及び重症者数の受入体制を整備するため、「地域の実状に応じた、重症度などによる医療機関の役割
分担を予め決めておくことが重要」（「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より抜粋）であり、必要に応じて医療機関へ割り当て
る形で調整を行う。

• 重点医療機関の設定も含め、順番注）に地域の医療機関へ新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床等の確保を要請することも検討。

• 整備にあたっては、実際に新型コロナウイルス感染症患者が発生した際、受入れ病床を確保するため、医師の判断により他の疾患の患者を他
の病床や医療機関に受け入れてもらうことも視野に入れて調整。

• 新型コロナウイルス感染症患者のうち重症者については、感染管理に加えて集中治療室での管理や人工呼吸器管理が必要であることから、こ
れらを念頭に置いた医療機関の整備を行うとともに、人工呼吸器等の需要が増加することが見込まれることから、必要な医療資機材及び対応
出来る人員の確保状況を把握する。

医療機関・病床の確保

注）整備に関する具体的な順番の例。

①感染症病床 ②感染症指定医療機関や新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の一般病床 ③新型インフルエンザ患者入院医療機関、公立・公的医療機関 等

• 重点医療機関等への医療従事者の派遣を検討。

• 感染症指定医療機関等において入院患者や重症者の治療に
専念するため、外来診療を行わずに人員を入院に重点化させる
医療機関の指定を可能とする。

• 専門医や重症者治療の経験を持つ看護師の不足が見込まれる
ため、専門医や経験のある看護師を中心としたチームをつくる。

• 専門医や感染管理認定看護師等による、個人防護具の着用
方法やゾーニング等についての研修を現時点から実施する。

医療従事者の確保

• 搬送の調整は、都道府県調整本部が実施するため、予め、搬送方
法等について関係者(医療機関、消防機関、民間救急等)と事前
に協議を行うとともに、関係者に事前に周知を徹底する。

• 搬送について、重症者の搬送は、医師が同乗する必要があるため、
事前に病院救急車やドクターカーの活用について調整を行う。

• 医療物資を適切かつ重点的に配分する仕組みの検討

患者の搬送・医療物資関係

○ 県内の患者受入れ調整等を行うため、救急医療や感染症の専門家が参画する都道府県調整本部(仮称)を設置する。
○ また、県境をまたいで患者搬送等の調整を行う必要が生じた場合には、厚生労働省も支援を行う。

調整本部等
の設置



新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について①

事務連絡の位置付け

○ 「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について（依頼）」
（令和２年３月６日付け事務連絡）において示した我が国の新型コロナウイルス感染症患者の発生予
測（シナリオ）に基づき算出した地域のピーク時の医療需給に備えた入院医療提供体制等の整備の考
え方や施策について示したもの。

○ 関係者と協議の上で、地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療提供体制等の整備を早急に進
めていただくようお願いする。

(留意点)
○ 今回、示しているのは、入院医療提供体制の対策の移行が行われた（つまり、症状がない又は医学的

に症状の軽い方は自宅での安静・療養を原則とした）後に、入院治療が必要な方への入院医療提供体
制等の整備のために、今から実施すべき準備・対策の内容を具体的にまとめたもの。

○ 今回の内容は、対策移行の事務連絡に基づいた現行の対策を移行させる必要があるかの検討等とは
別途、検討・準備すべきもの。

○ 現時点で患者が少数である地域においても、ピーク時の医療需要に対応するため、今から体制整備を
早急に進めていただきたい。



１．我が国の新型コロナウイルス感染症患者の発生予測（シナリオ）に基づき算出したピーク時の入院患
者数及び重症者数を受入れられるよう医療提供体制の整備について都道府県での対応を基本とする。

〇 新型コロナウイルス感染症患者への対応のみならず、他の疾患等の患者への対応も勘案して全ての疾
患の患者も考慮した地域全体の医療提供体制を整備

〇 専門的な医療従事者等を集約し、効率的な治療を行う等の観点から、重点的に患者を受け入れる
医療機関を各都道府県に設定

〇 市区町村、地域の医療機関や消防機関などの関係者や地域医師会等の関係団体等と協議しつつ
対応

○ 保健所設置市及び特別区は、新型コロナウイルス患者発生情報等を、速やかに都道府県に提供

２．都道府県域内での医療提供体制では対応しきれない場合には、都道府県を越えた広域搬送を行う。

（留意点）
※ 都道府県での対応を基本とすることから、保健所設置市及び特別区を含めた市区町村は新型コロナウ

イルス感染者の発生や重症度、クラスターの発生などの情報について、都道府県や、都道府県を通じて
隣県へ早急に情報提供を行うこと。更に、都道府県は、必要に応じて厚生労働省に相談や情報提供
を行うこと。

※ なお、厚生労働省としても、各都道府県が医療提供体制を整備するに当たって必要な技術的な助言
や支援を適宜行えるよう調整することとしている。

基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について②



〇 広域ブロック内や広域ブロックを超えた患者の搬送の必要が生じた場合に調整を行う機能（本部）を
設置（各広域ブロック毎に設置することも含めて検討※ ）
※詳細は追って情報提供する

〇広域調整を行う際には、都道府県調整本部の担当者や地方厚生局職員も含めた厚生労働省の職員、
患者搬送コーディネーター等が参画するとともに、地域の実情に応じて、患者の搬送調整に必要な関係者
が参画することを想定

〇 都道府県において、県内の患者受入れ調整等を行う本部を設置

〇 都道府県調整本部の主な業務
• 情報の収集（医療体制整備状況、病床稼働状況、人工呼吸器やECMO※の稼働状況 等）
• 入院患者及び重症患者の受入れ調整
• 入院患者及び重症患者の搬送調整
• 技術的助言（治療、感染防御 等）
• その他（医師派遣調整 等）

○ 集中治療/呼吸器内科治療/救急医療/感染症医療の専門家、災害医療コーディネーター等に必要に

応じて参加を要請

○ 24時間対応のため、搬送調整の中心となる「患者搬送コーディネーター」を複数名※配置
※1名は、「統括DMAT(災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team )」の資格を有する者であることが望ましい
※患者の状態を考慮したうえで搬送の是非、搬送先の選定を行う必要があるため、集中治療にも精通していることが望ましい。

都道府県調整本部（仮称）の設置

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について③

広域調整本部（仮称）の設置

※ECMO： extracorporeal membrane oxygenation「体外式膜型人工肺」



事
前
調
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ブロック内の１つの県で流行

ブロック内の流行状態Ａ ブロック内の流行状態Ｂ ブロック内の流行状態Ｃ

感染拡大を認める都道府県

感染拡大を認めない都道府県

・できる限り感染拡大を抑止。

・対応困難な重症者について、
原則としてブロック内の他都
道府県への搬送を調整。

・地域内での流行に備えて、
重症度に応じた病床を確保。

・感染拡大している都道府県か
らの重症者の受け入れ。

感染拡大を認める都道府県

感染拡大を認めない都道府県

・できる限り感染拡大を抑止。

・対応困難な重症者について、
ブロック外も含めた他都道府
県への搬送を調整。

・地域内での流行に備えて、
重症度に応じた病床を確保。

・地域内での流行に備えつつ
他の都道府県からの重症者の
受け入れについては縮小。・医療従事者の派遣を検討。

感染拡大を認める都道府県

感染拡大を認めない都道府県

・対応困難な重症者について、
ブロック外の他都道府県への
搬送を調整。

・地域内での流行に備える。

収束に向かっている都道府県

・感染拡大している都道府県か
らの重症者の受け入れ。

・医療従事者の派遣を検討。

県 県

他ブロック他ブロック 他ブロックブロック ブロック ブロック

連携 連携
連携

・患者を重点的に受け入れる「重点医療機関」を設定し、病床確保の方針を協議する。

・都道府県内の患者受入れを調整する「都道府県調整本部」を専門家の参加のもとに設置する。

→ 医療体制整備状況、各医療機関の病床稼働状況、人工呼吸器やECMO の稼働状況等を把握

→ 患者搬送手段について事前に協議を行うとともに関係者に周知

県
支援 支援

支援

支援

支援
支援

支援

支援

支援

ブロック内の２つの県で流行 ブロック内の３つ以上の県で流行

【参考】患者数の増加に伴う入院医療の広域連携①（イメージ）

連携



国内の流行状態Ｘ 国内の流行状態Ｙ 国内の流行状態Ｚ

・広域ブロック内や広域ブロックを超えた患者の搬送の必要が生じた場合に調整を行う「広域調整本部」（仮称）
の各広域ブロックでの設置を考慮する。

→ 都道府県調整本部の担当者や厚生労働省（地方厚生局含む）の職員、患者搬送コーディネーター等が参画

→ 都道府県を超えた広域搬送を行う場合を想定した搬送体制について、重症度別に検討

事前調整

ブロック ブロック ブロック

ブロック ブロック ブロックブ
ロ
ッ
ク

ブ
ロ
ッ
ク

ブ
ロ
ッ
ク

一部のブロック内において流行
他のブロックは流行を認めない

複数のブロックにおいて流行
もしくは流行の兆し

全てのブロックにおいて流行
もしくは流行の兆し

複数の県で流行

クラスターが多発
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感染拡大を認めるブロック

感染拡大を認めないブロック

・対応困難な重症者について、
ブロック外への搬送を調整。

・感染拡大を認めるブロックか
らの患者の受け入れ。

感染拡大を認めるブロック

流行の兆しを認めるブロック

・対応困難な重症者について、
ブロック外への搬送を調整。

・ブロック内での流行に備える。

・ブロック外からの新規患者の
受け入れ中止。派遣した医療
従事者も順次引き上げ。

・感染拡大を認めるブロックへ
の医療従事者の派遣を検討。

感染拡大を認めるブロック

・ブロック内の医療資源を効率
的に運用して対応。

・医療従事者の派遣を要請。 ・医療従事者の派遣を要請。

流行の兆しを認めるブロック

・ブロック内での流行に備える。

・ブロック外からの新規患者の
受け入れ中止。派遣した医療
従事者も順次引き上げ。

・感染拡大をできるだけ抑止。
連携

【参考】患者数の増加に伴う入院医療の広域連携②（イメージ）

支援



○下記の患者数を、3月6日に通知した事務連絡に基づき推計※ 

・入院患者⇒持続的な酸素投与が必要な肺炎を有する患者又は入院治療が必要な合併症を有する患者

・重症者 ⇒集中治療室（ICU）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者
※ シナリオは公衆衛生上の対策を行っていない場合の推計であり、各種対策を行うことでピーク時の入院患者数等の減少やピーク時期を遅らせることができ
ること、一方で、大規模なクラスターが発生した場合には、シナリオで示した以上に早い速度で入院患者数等が爆発的に増加することも考えられることに留意

患者の推計

ピーク時を想定した具体的な医療提供体制の整備

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について④

○ピーク時の入院患者数及び重症者数の受入体制を整備するため、医療機関と調整を実施

【調整方法（例）】
A) 手上げ方式 → 各医療機関で、患者の受入数を申告し調整
B) 順番割り付け方式 → 順番注）に地域の医療機関へコロナ患者の受入れ病床等の確保を要請

○医療資源の効率化、特に専門性の高い医療従事者の確保の観点から、病院単位/病棟単位で新型コ
ロナウイルス感染症患者のみを受け入れること等（「重点医療機関」の設定）も検討

○その他、非稼働病床や開設許可前の医療機関の活用、実際にコロナ患者発生時に受入れ病床を確保
するため、新規入院制限の要請、医師の判断による他の疾患の患者を他の病床や医療機関に受け入
れてもらうこと等も視野に入れて調整

○無症状者及び軽症者については自宅での安静・療養が原則となるが、仮に重症化しやすい方等との同
居や家庭内での感染防止策が不可能である場合には、活用可能な宿泊施設等を利用することも検討

医療機関・病床の確保

注）整備に関する具体的な順番の例。（①→②→③→④の順に、病床確保及び病床数を依頼）
① 全医療機関の感染症病床
② 感染症指定医療機関の一般病床及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるための病床を確保した医療機関
③ 新型インフルエンザ患者入院医療機関の中の協力医療機関、公立・公的医療機関
④ 上記以外の医療機関



【病床の確保】

○ 重症者については、特に治療体制の整った医療機関（ICU 等）での受入れが必要なため、事前にピーク
時の重症者の受入れについて、十分に医療機関と調整

○ 重症者のうち、人工呼吸器、さらに高度な専門性を要するECMO患者に対しては、特に診療体制の整った
医療機関（医療資器材や専門人材が十分配置されている等の医療機関）で受入れる必要があるため、
これらを考慮して病床数を別途割当・調整（その際病棟単位での受け入れも検討）

○ 新型コロナウイルス感染症以外の重症者を積極的に受入れる医療機関を設置するなど、地域の医療提供
体制全体にも配慮

【専門人材の確保等】

○ 専門医や重症者治療の経験を持つ専門医や看護師の不足が見込まれるため、専門医やそのような看護
師を中心としつつ一般の医師や看護師を含めたチームを準備

○ 重症化リスクのある高齢者や基礎疾患を有する者に対して、人混みを避けるなど、感染予防に十分に注意
を払うよう呼び掛けることで、重症者の発生をできるだけ抑止していくことが何よりも重要。

重症者への対応

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について⑤

ピーク時を想定した具体的な医療提供体制の整備



○ 各医療機関の医療従事者の把握に努めるとともに、地域の診療所などに勤務している医療従事者の派遣
や、現在、医療機関に従事していない医師、看護師、臨床工学技士等の把握と臨時の職務復帰による医
療従事者の確保策についても予め検討（特に専門性を有するECMOについて、過去に管理経験のある看
護師等については別途、把握することも検討）

○ コロナ患者の入院受入れ医療機関へ重点的に医師を配置する場合、当該医療機関の他の医療提供を
縮小する、あるいはコロナ患者以外の患者を他の医療機関で対応する医療機関に転院させる等の対応を
行う必要が出てくる。その際には、地域の医療機能を維持するために必要な医療機関への医療従事者の
派遣などを検討（検討の際は、地域の医師会、看護協会等と十分に調整すること）

○ コロナ患者（疑われる者も含む）を診療するに当たっては感染予防策を徹底するとともに、感染予防策を
適切に講じている場合にはコロナ患者の診療に携わった場合であっても濃厚接触者に該当せず、派遣元の
医療機関も含め、他の疾患の患者の診療等を行っても差し支えないとの取扱いを周知

○ 「帰国者・接触者外来」が設置されている場合であっても、入院患者や重症者の治療に専念できるよう、地
域の関係者と調整の上、コロナが疑われる方の外来診療を原則として行わないこととする医療機関として指
定することも検討

○ 夜間・休日の外来診療体制については、救急外来を設置していない医療機関に対しても診療時間の延長
や夜間外来を輪番制で行うことを求める、在宅医療が可能な方に対しては在宅医療で治療を行うなど、地
域の医療機関や医師会等との連携を図りつつ、地域全体で医療従事者を確保

○ 感染拡大状況に応じて、医療従事者の確保及び病床の確保のため、必要に応じて医師の判断により延期
が可能と考えられる予定手術及び予定入院の延期も検討

医療従事者の確保

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について⑥



○都道府県調整本部を中心に、地域の実情や搬送される患者の状態に応じて、保健所の所有する車両、

消防機関の救急車、民間救急車、病院救急車、ドクターカー等を活用した搬送体制※を構築
※必要に応じて、DMAT が活動している場合は患者収容型のDMAT カーでの搬送や自衛隊に協力を求めることも検討

○その際、以下の点に留意

• 重症者の搬送については、医師が同乗する必要があるため、病院救急車やドクターカーでの搬送が原則

• それ以外の場合は、保健所の所有する車両、民間救急車や消防機関の救急車を要請することが想定

• 市区町村境を超えた搬送、都道府県域を超えた広域搬送が行われることを前提に、医療機関や消防機関な

どの関係者も含めて予め協議を実施

○コロナ患者の対応を行う医療機関に優先的に医療物資の配布を行う必要がある。

○例えば、医療機関向けマスクについて、その不足により医療現場に支障が生じないよう、都道府県において
随時ニーズを把握した上で、増産と輸入拡大を通じて確保したマスクを、自治体を経由する等して、必要
な医療機関を対象に優先配布する等、医療物資を適切かつ重点的に配分する仕組みするについて検討

患者の搬送

医療物資関係

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた
入院医療提供体制等の整備について⑦














































